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パブリックコメント手続について 

 
１ 川崎市のパブリックコメント手続制度の概要 

 

 (1) 川崎市パブリックコメント手続条例制定の背景 

  ① 川崎市自治基本条例(平成 17 年 4 月施行) 

 市民生活に重要な事案の策定に当たって、市民から意見を募る手続（パブリッ 

クコメント手続）を行い、市民の意見を考慮して意思決定を行い、意見に対する 

考え方を取りまとめて公表することを規定しました。 

  ② 行政手続法(平成 17 年 6 月公布) 

   国の行政機関に対し、法律に基づく命令又は規則や法令の定めに基づく審査基 

  準などを定める場合に意見公募手続を行うことを義務付け、地方公共団体につい 

  ては、この法律の趣旨にのっとり、必要な措置を講ずるように努めなければなら 

  ない旨が規定されました。 

    この 2点を根拠として、川崎市パブリックコメント手続条例を平成 18 年 12 月に 

 制定し、平成 19 年 4 月に施行しました。 

 

 (2) 川崎市パブリックコメント手続条例の目的 

  ① 市民の市政への参加促進 

  ② 行政運営の透明性の向上 

  を図り、市民自治の確立とより開かれた市政の実現に資すること。 

 

 (3) 対象事案 

  ① 総合計画、部門別の基本計画、行財政改革プラン 

  ② 条例、規則、規程 

  ③ 審査基準、処分基準、行政指導指針 

  適用除外・・・職員の給与や勤務時間、市の内部組織、使用料や手数料など納付す 

         べき金銭に関することなど。 

  手続免除・・・緊急を要する場合、裁量の余地がない場合、軽微な文言修正など 

 

 (4) 意見を提出できる人 

   市民その他関係者から意見を募ることとしており、何人にも範囲を広げることを 

原則としています。 

 

 (5) 案や資料、意見の提出先などの公表 

  ① 市のホームページに掲載します。 

  ② 市役所の情報プラザ、各区役所の市政資料コーナーに閲覧用のファイルを備え 

   置きます。 
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 (6) 意見の提出方法 

  意見の提出は ①電子メール②郵送③ファクシミリ④持参 によるものとします。 

   電話や来庁による口頭での意見は受け付けしていません。 

  提出期間は、３０日以上設けることを原則とします。 

 

 (7) 結果の公表 

   いただいた意見につきましては、政策等への反映について検討し、反映すべきは 

  反映し、市の考え方と併せて公表します。 

   なお、意見を提出いただいた方への個別の回答はいたしません。 

  ① 公表内容 

    意見そのもの又は意見の内容を分類整理したものとそれに対する市の考え方を 

   公表します。 

  ② 公表の方法・場所 

     市のホームページに掲載するとともに、市役所の情報プラザ及び各区役所の市

政資料コーナーに閲覧用のファイルを備え置きます。 

  ③ 公表の時期・期間 

     当該政策等を公布する時期に公表します。（議会の議決を要する案件は議案を議 

   会に提出する時期に公表します。） 

    公表期間は 1年間としています。 

 

 (8) 手続の流れ 

             政策等の案を作成します。 
 
        案と関連資料を公表して、意見の募集を開始します。 
 
            意見提出期間（原則３０日以上） 
 

      提出された意見を考慮し、政策等を決定します。 
 

        提出された意見の内容と、市の考え方を公表します。 
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２ 川崎市の制度の特性 

  他の自治体の意見公募手続と大きな違いはありませんが、次の点を特徴としていま 
 す。 
  ① 手続を「条例」で定めていること。(17 政令市中 5 市) 
  ② 市民生活を規制したり、市民に義務を課す内容の政策以外の政策についても手 
   続の対象としていること。(17 政令市中 6 市) 
 
 
３ 制度の運用状況 

  平成 19 年 4 月 1 日以降に意見募集を開始し、平成 20 年 11 月 30 日までに結果の公 
 表を行ったものは 85 事案です。 
  85 事案に対し、1,670 人の方から 3,219 件の意見をいただき、そのうちの 269 件が 
 政策等に反映されています。 
  (別紙資料４－２参照) 
 
 
４ 制度運営の課題 

 (1) 制度の周知 
   現在の制度の認知率は 10%程度となっています。 
   (平成２０年７月２９～８月１３日実施の３９コール電話アンケート結果及び平 
   成２０年６月の内閣府調査結果) 
   制度の主な周知方法としては、市政だより及び市 HP となりますが、反復・継続 
  的に周知に努めていく必要があると考えています。 
   (「市政だより」を両号(1 日号、21 日号)とも読んでいる人 約５０%、市ホームペ 
     ージを見たことがある人 約３０%  (H19 年度市民ｱﾝｹｰﾄ結果))   
 (2) 意見募集に際しての周知 
   個別事案の意見募集の周知につきましても、市政だよりとインターネットに依存 
  するところが大きいと考えますが、報道機関への情報提供を積極的に行うよう各局 
  へ働きかけ、一般新聞やテレビに取り上げられる機会を作るよう努める必要があり 
  ます。 
   また、事案によっては、利害関係者や特定地域の住民など、重点的に周知するこ 
  とが必要なものもあると考えます。 
 (3) 市民にとって分かりやすい表現、資料の添付 
   事案の概要、意見を求める内容および説明資料は、簡潔で明確なものとし、意見 
  を提出しやすくするよう努める必要があります。       
 



パブリックコメント手続実施状況(平成１９年度)

実施事案数
意見

提出者数
意見件数

反映した
意見数

募集期間内
のアクセス数

７４件 1502 2925 252 27877

(平均数) 20.3 39.5 3.4 376.7

１　分類別

分類 題名
意見

提出者数
意見件数

反映した
意見数

募集期間内
のアクセス数

川崎市危機管理対処方針の改正素案 1 1 0 256

川崎市地域防災計画（都市災害対策編）の修正について 0 0 0 300

新・行財政改革プラン素案 64 64 47 402

新川崎Ａ地区土地利用方針案について 1 1 0 392

富士見周辺地区整備基本計画（案）について 67 200 43 815

川崎再生フロンティアプラン新実行計画(2008～2010年度)素案 62 153 5 660

(仮称)川崎市協働型事業のルール（案）について 5 10 2 321

川崎市文化芸術振興計画（案） 5 40 4 291

第２次川崎市子どもの権利に関する行動計画（案） 21 74 4 315

川崎市先端産業創出支援制度の考え方 4 10 2 267

「かわさき福祉産業振興ビジョン（案）」の策定 1 1 0 388

「川崎市知的財産戦略（素案）」について 0 0 0 298

川崎市消費者行政推進基本計画（案）について 7 37 1 281

川崎市緑の基本計画（案）について 32 50 1 365

平成19年4月1日～平成20年3月31日に意見募集を開始し、
平成20年11月30日までに結果を公表したもの。

行政計画
(35件)

資
料
　
４
-
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リハビリテーション福祉・医療センター再編整備基本計画（案） 130 316 0 477

第２期川崎市地域福祉計画素案について 61 115 0 417

川崎市特定健康診査等実施計画素案について 106 114 1 627

長寿荘のあり方について 91 17 0 361

敬老祝品贈呈事業の見直しについて 12 12 8 269

川崎市食育推進計画（素案）について 85 129 6 343

川崎市健康増進計画「かわさき健康づくり２１」改定素案 95 124 0 331

川崎市難病対策素案 1 2 0 233

平成２０年度川崎市食品衛生監視指導計画 2 28 11 216

都市計画道路網の路線別見直し方針等（案）について 8 18 17 560

用途地域等指定基準の一部改正について 1 7 0 402

小杉駅周辺地区将来構想の策定について 72 280 3 1681

武蔵中原・武蔵新城駅周辺地区バリアフリー基本構想策定について 7 13 11 409

登戸・向ヶ丘遊園駅周辺地区バリアフリー基本構想策定について 7 9 7 583

川崎市下水道事業中期経営計画（案） 0 0 0 217

道路整備プログラム案について 18 57 0 248

広告付きバス停留所上屋整備事業 1 1 1 430

市立高等学校改革推進計画（案） 79 154 9 416

幼児教育の方向性及び市立幼稚園のあり方に関する基本方針案 39 56 1 422

かわさき教育プランの新重点施策素案について 169 257 9 486

仮称川崎市多摩スポーツセンター建設等事業について 9 44 0 500

住民投票制度（素案）について 38 174 18 370

競争入札参加資格申請における雇用保険等の加入条件化について 6 6 0 858

川崎市アートセンター条例施行規則案 0 0 0 280

（仮称）川崎市農業技術支援センター条例の制定等素案について 2 2 0 231

公害防止等生活環境の保全に関する条例施行規則の一部改正素案 0 0 0 190

麻生区内複合福祉施設に対する意見募集について 6 16 0 389

川崎市心身障害者総合ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ条例施行規則の改正について 0 0 0 310

社会復帰訓練所に対する意見募集について 0 0 0 234

川崎市国民健康保険料賦課方式の変更について 1 1 1 397

老人医療費助成制度の廃止について 8 8 0 462

川崎市国民健康保険結核・精神医療付加金制度の廃止について 63 86 5 320

福祉措置による特別乗車証交付事業等の対象者見直しについて 3 3 0 395

行政計画
(35件)

条例等
(30件)



川崎市建築物における駐車施設の附置等に関する条例の一部改正案 3 4 0 344

市営住宅等の使用制限に関する条例等改正素案 2 2 0 656

川崎市営住宅条例施行規則の一部を改正する規則の制定について 0 0 0 275

川崎市福祉のまちづくり条例施行規則改正について 6 12 9 238

川崎市入江崎余熱利用プール条例・施行規則の一部改正（案） 1 4 0 325

自転車等放置禁止区域指定の告示 0 0 0 234

道路管理者以外の者の行う道路の工事等に関する規則の改正 0 0 0 233

川崎市港湾施設条例等の一部改正について 0 0 0 244

放置等禁止区域の指定（案）について 4 4 4 351

川崎市港湾施設条例施行規則の一部改正について 2 2 0 228

水道事業・工業用水道事業の設置等に関する条例の改正について 1 1 0 318

水道料金等の共同住宅扱いの適用に係る要綱の制定について 0 0 0 220

川崎市水道局財務規程の一部改正について 0 0 0 357

菅生定期券発売所の廃止について 1 2 0 317

有馬・野川地区生涯学習拠点施設の運営について 5 13 8 307

中原市民館の再整備と移転について 1 1 1 526

川崎市教育委員会傍聴人規則の改正について 0 0 0 200

市長選挙における「公費負担条例」の一部改正について 0 0 0 243

川崎市における工場立地法工業集合地特例運用指針の制定案 6 23 0 325

事業系ごみ自己搬入制度の見直しについて 72 155 11 456

「産業廃棄物処理業者の優良性評価制度」の事務処理要綱改正案 4 8 2 198

建築物における駐車施設の附置等に関する条例運用基準の改正素案 0 0 0 298

川崎都市計画高度地区適用の除外第４号の許可基準の改正について 1 1 0 457

川崎市道路占用許可基準の一部改正 3 3 0 430

川崎港コンテナターミナル使用料の減免要綱等の一部改正について 0 0 0 216

川崎港港湾環境整備施設の利用に係る審査基準等の策定について 0 0 0 261

川崎市開発行為等に関する協議実施要綱の改正案について 0 0 0 205

条例等
(30件)

審査基準等
(9件)



２　所管局別

所管局 題名
意見

提出者数
意見件数

反映した
意見数

募集期間内
のアクセス数

川崎市危機管理対処方針の改正素案 1 1 0 256

川崎市地域防災計画（都市災害対策編）の修正について 0 0 0 300

新・行財政改革プラン素案 64 64 47 402

新川崎Ａ地区土地利用方針案について 1 1 0 392

富士見周辺地区整備基本計画（案）について 67 200 43 815

川崎再生フロンティアプラン新実行計画(2008～2010年度)素案 62 153 5 660

住民投票制度（素案）について 38 174 18 370
財政局 競争入札参加資格申請における雇用保険等の加入条件化について 6 6 0 858

(仮称)川崎市協働型事業のルール（案）について 5 10 2 321

川崎市文化芸術振興計画（案） 5 40 4 291

第２次川崎市子どもの権利に関する行動計画（案） 21 74 4 315

川崎市アートセンター条例施行規則案 0 0 0 280

川崎市先端産業創出支援制度の考え方 4 10 2 267

「かわさき福祉産業振興ビジョン（案）」の策定 1 1 0 388

「川崎市知的財産戦略（素案）」について 0 0 0 298

川崎市消費者行政推進基本計画（案）について 7 37 1 281

（仮称）川崎市農業技術支援センター条例の制定等素案について 2 2 0 231

川崎市における工場立地法工業集合地特例運用指針の制定案 6 23 0 325

川崎市緑の基本計画（案）について 32 50 1 365

公害防止等生活環境の保全に関する条例施行規則の一部改正素案 0 0 0 190

事業系ごみ自己搬入制度の見直しについて 72 155 11 456

「産業廃棄物処理業者の優良性評価制度」の事務処理要綱改正案 4 8 2 198

リハビリテーション福祉・医療センター再編整備基本計画（案） 130 316 0 477

第２期川崎市地域福祉計画素案について 61 115 0 417

川崎市特定健康診査等実施計画素案について 106 114 1 627

長寿荘のあり方について 91 17 0 361

敬老祝品贈呈事業の見直しについて 12 12 8 269

川崎市食育推進計画（素案）について 85 129 6 343

総合企画局

市民・こども局

経済労働局

環境局

総務局



川崎市健康増進計画「かわさき健康づくり２１」改定素案 95 124 0 331

川崎市難病対策素案 1 2 0 233

平成２０年度川崎市食品衛生監視指導計画 2 28 11 216

麻生区内複合福祉施設に対する意見募集について 6 16 0 389

川崎市心身障害者総合ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ条例施行規則の改正について 0 0 0 310

社会復帰訓練所に対する意見募集について 0 0 0 234

川崎市国民健康保険料賦課方式の変更について 1 1 1 397

老人医療費助成制度の廃止について 8 8 0 462

川崎市国民健康保険結核・精神医療付加金制度の廃止について 63 86 5 320

福祉措置による特別乗車証交付事業等の対象者見直しについて 3 3 0 395

都市計画道路網の路線別見直し方針等（案）について 8 18 17 560

用途地域等指定基準の一部改正について 1 7 0 402

小杉駅周辺地区将来構想の策定について 72 280 3 1681

武蔵中原・武蔵新城駅周辺地区バリアフリー基本構想策定について 7 13 11 409

登戸・向ヶ丘遊園駅周辺地区バリアフリー基本構想策定について 7 9 7 583

川崎市建築物における駐車施設の附置等に関する条例の一部改正案 3 4 0 344

市営住宅等の使用制限に関する条例等改正素案 2 2 0 656

川崎市営住宅条例施行規則の一部を改正する規則の制定について 0 0 0 275

川崎市福祉のまちづくり条例施行規則改正について 6 12 9 238

建築物における駐車施設の附置等に関する条例運用基準の改正素案 0 0 0 298

川崎都市計画高度地区適用の除外第４号の許可基準の改正について 1 1 0 457

川崎市下水道事業中期経営計画（案） 0 0 0 217

道路整備プログラム案について 18 57 0 248

川崎市入江崎余熱利用プール条例・施行規則の一部改正（案） 1 4 0 325

自転車等放置禁止区域指定の告示 0 0 0 234

道路管理者以外の者の行う道路の工事等に関する規則の改正 0 0 0 233

川崎市道路占用許可基準の一部改正 3 3 0 430

川崎市港湾施設条例等の一部改正について 0 0 0 244

放置等禁止区域の指定（案）について 4 4 4 351

川崎市港湾施設条例施行規則の一部改正について 2 2 0 228

川崎港コンテナターミナル使用料の減免要綱等の一部改正について 0 0 0 216

川崎港港湾環境整備施設の利用に係る審査基準等の策定について 0 0 0 261
消防局 川崎市開発行為等に関する協議実施要綱の改正案について 0 0 0 205

健康福祉局

まちづくり局

建設局

港湾局



水道事業・工業用水道事業の設置等に関する条例の改正について 1 1 0 318

水道料金等の共同住宅扱いの適用に係る要綱の制定について 0 0 0 220

川崎市水道局財務規程の一部改正について 0 0 0 357

広告付きバス停留所上屋整備事業 1 1 1 430

菅生定期券発売所の廃止について 1 2 0 317

市立高等学校改革推進計画（案） 79 154 9 416

幼児教育の方向性及び市立幼稚園のあり方に関する基本方針案 39 56 1 422

かわさき教育プランの新重点施策素案について 169 257 9 486

仮称川崎市多摩スポーツセンター建設等事業について 9 44 0 500

有馬・野川地区生涯学習拠点施設の運営について 5 13 8 307

中原市民館の再整備と移転について 1 1 1 526

川崎市教育委員会傍聴人規則の改正について 0 0 0 200
選挙管理委員会 市長選挙における「公費負担条例」の一部改正について 0 0 0 243

水道局

交通局

教育委員会



３　意見数等の多かったもの

題名
意見

提出者数
意見件数

反映した
意見数

募集期間内
のアクセス数

かわさき教育プランの新重点施策素案について 169 257 9 486

リハビリテーション福祉・医療センター再編整備基本計画（案） 130 316 0 477

川崎市特定健康診査等実施計画素案について 106 114 1 627

川崎市健康増進計画「かわさき健康づくり２１」改定素案 95 124 0 331

長寿荘のあり方について 91 17 0 361

川崎市食育推進計画（素案）について 85 129 6 343

市立高等学校改革推進計画（案） 79 154 9 416

事業系ごみ自己搬入制度の見直しについて 72 155 11 456

小杉駅周辺地区将来構想の策定について 72 280 3 1681

富士見周辺地区整備基本計画（案）について 67 200 43 815

題名
意見

提出者数
意見件数

反映した
意見数

募集期間内
のアクセス数

リハビリテーション福祉・医療センター再編整備基本計画（案） 130 316 0 477

小杉駅周辺地区将来構想の策定について 72 280 3 1681

かわさき教育プランの新重点施策素案について 169 257 9 486

富士見周辺地区整備基本計画（案）について 67 200 43 815

住民投票制度（素案）について 38 174 18 370

事業系ごみ自己搬入制度の見直しについて 72 155 11 456

市立高等学校改革推進計画（案） 79 154 9 416

川崎再生フロンティアプラン新実行計画(2008～2010年度)素案 62 153 5 660

川崎市食育推進計画（素案）について 85 129 6 343

川崎市健康増進計画「かわさき健康づくり２１」改定素案 95 124 0 331



題名
意見

提出者数
意見件数

反映した
意見数

募集期間内
のアクセス数

新・行財政改革プラン素案 64 64 47 402

富士見周辺地区整備基本計画（案）について 67 200 43 815

住民投票制度（素案）について 38 174 18 370

都市計画道路網の路線別見直し方針等（案）について 8 18 17 560

事業系ごみ自己搬入制度の見直しについて 72 155 11 456

平成２０年度川崎市食品衛生監視指導計画 2 28 11 216

武蔵中原・武蔵新城駅周辺地区バリアフリー基本構想策定について 7 13 11 409

かわさき教育プランの新重点施策素案について 169 257 9 486

市立高等学校改革推進計画（案） 79 154 9 416

川崎市福祉のまちづくり条例施行規則改正について 6 12 9 238

題名
意見

提出者数
意見件数

反映した
意見数

募集期間内
のアクセス数

小杉駅周辺地区将来構想の策定について 72 280 3 1681

競争入札参加資格申請における雇用保険等の加入条件化について 6 6 0 858

富士見周辺地区整備基本計画（案）について 67 200 43 815

川崎再生フロンティアプラン新実行計画(2008～2010年度)素案 62 153 5 660

市営住宅等の使用制限に関する条例等改正素案 2 2 0 656

川崎市特定健康診査等実施計画素案について 106 114 1 627

登戸・向ヶ丘遊園駅周辺地区バリアフリー基本構想策定について 7 9 7 583

都市計画道路網の路線別見直し方針等（案）について 8 18 17 560

中原市民館の再整備と移転について 1 1 1 526

仮称川崎市多摩スポーツセンター建設等事業について 9 44 0 500



４　意見数等の実績

意見件数 事案数 募集期間内のアクセス数 事案数

0 19 ～199 2

1～9 23 200～299 26

10～49 14 300～399 23

50～99 6 400～499 13

100～199 8 500～599 4

200～299 3 600～699 3

300～ 1 700～799 0

総計 74 800～899 2

900～999 0

1000～ 1

総計 74

反映した意見数 事案数

0 44

1～9 23

10～19 5

43 1

47 1

総計 74



パブリックコメント手続実施状況(平成２０年度途中)

実施事案数
意見

提出者数
意見件数

反映した
意見数

募集期間内
のアクセス数

１１件
168 294 17 5342

(平均数) 15.3 26.7 1.5 485.6

１　分類別

分類 題名
意見

提出者数
意見件数

反映した
意見数

募集期間内
のアクセス数

川崎市民間活用ガイドライン（案）について 50 59 0 508

新川崎・創造のもり第３期事業用地土地利用方針案 3 3 0 338

市立小中学校跡地活用基本方針(案) 41 72 9 411

殿町３丁目地区整備方針（案）について 27 74 0 1259

青少年科学館改築基本計画素案 38 71 0 539

「介護老人保健施設三田あすみの丘」の運営手法の見直しについて 7 10 8 476

川崎市宅地造成等規制法施行細則の改正案について 0 0 0 370

市民館使用規則・図書館規則等の一部改正について 0 0 0 279

川崎市立図書館規則の改正について 1 4 0 687

仲卸業者及び関連事業者の選定に関する要綱の策定案 0 0 0 227

川崎市開発審査会提案基準の改正について 1 1 0 248

平成20年4月1日以降に意見募集を開始し、
平成20年11月30日までに結果を公表したもの。

行政計画
(5件)

条例等
(4件)

審査基準等
(2件)



２　所管局別

所管局 題名
意見

提出者数
意見件数

反映した
意見数

募集期間内
のアクセス数

総務局 川崎市民間活用ガイドライン（案）について 50 59 0 508

新川崎・創造のもり第３期事業用地土地利用方針案 3 3 0 338

市立小中学校跡地活用基本方針(案) 41 72 9 411

経済労働局 仲卸業者及び関連事業者の選定に関する要綱の策定案 0 0 0 227

健康福祉局 「介護老人保健施設三田あすみの丘」の運営手法の見直しについて 7 10 8 476

殿町３丁目地区整備方針（案）について 27 74 0 1259

川崎市宅地造成等規制法施行細則の改正案について 0 0 0 370

川崎市開発審査会提案基準の改正について 1 1 0 248

青少年科学館改築基本計画素案 38 71 0 539

市民館使用規則・図書館規則等の一部改正について 0 0 0 279

川崎市立図書館規則の改正について 1 4 0 687

まちづくり局

教育委員会

総合企画局



３　意見数等の多かったもの順

題名
意見

提出者数
意見件数

反映した
意見数

募集期間内
のアクセス数

川崎市民間活用ガイドライン（案）について 50 59 0 508

市立小中学校跡地活用基本方針(案) 41 72 9 411

青少年科学館改築基本計画素案 38 71 0 539

殿町３丁目地区整備方針（案）について 27 74 0 1259

「介護老人保健施設三田あすみの丘」の運営手法の見直しについて 7 10 8 476

新川崎・創造のもり第３期事業用地土地利用方針案 3 3 0 338

川崎市開発審査会提案基準の改正について 1 1 0 248

川崎市立図書館規則の改正について 1 4 0 687

仲卸業者及び関連事業者の選定に関する要綱の策定案 0 0 0 227

川崎市宅地造成等規制法施行細則の改正案について 0 0 0 370

市民館使用規則・図書館規則等の一部改正について 0 0 0 279

題名
意見

提出者数
意見件数

反映した
意見数

募集期間内
のアクセス数

殿町３丁目地区整備方針（案）について 27 74 0 1259

市立小中学校跡地活用基本方針(案) 41 72 9 411

青少年科学館改築基本計画素案 38 71 0 539

川崎市民間活用ガイドライン（案）について 50 59 0 508

「介護老人保健施設三田あすみの丘」の運営手法の見直しについて 7 10 8 476

川崎市立図書館規則の改正について 1 4 0 687

新川崎・創造のもり第３期事業用地土地利用方針案 3 3 0 338

川崎市開発審査会提案基準の改正について 1 1 0 248

仲卸業者及び関連事業者の選定に関する要綱の策定案 0 0 0 227

川崎市宅地造成等規制法施行細則の改正案について 0 0 0 370

市民館使用規則・図書館規則等の一部改正について 0 0 0 279



題名
意見

提出者数
意見件数

反映した
意見数

募集期間内
のアクセス数

市立小中学校跡地活用基本方針(案) 41 72 9 411

「介護老人保健施設三田あすみの丘」の運営手法の見直しについて 7 10 8 476

殿町３丁目地区整備方針（案）について 27 74 0 1259

青少年科学館改築基本計画素案 38 71 0 539

川崎市民間活用ガイドライン（案）について 50 59 0 508

川崎市立図書館規則の改正について 1 4 0 687

新川崎・創造のもり第３期事業用地土地利用方針案 3 3 0 338

川崎市開発審査会提案基準の改正について 1 1 0 248

仲卸業者及び関連事業者の選定に関する要綱の策定案 0 0 0 227

川崎市宅地造成等規制法施行細則の改正案について 0 0 0 370

市民館使用規則・図書館規則等の一部改正について 0 0 0 279

題名
意見

提出者数
意見件数

反映した
意見数

募集期間内
のアクセス数

殿町３丁目地区整備方針（案）について 27 74 0 1259

川崎市立図書館規則の改正について 1 4 0 687

青少年科学館改築基本計画素案 38 71 0 539

川崎市民間活用ガイドライン（案）について 50 59 0 508

「介護老人保健施設三田あすみの丘」の運営手法の見直しについて 7 10 8 476

市立小中学校跡地活用基本方針(案) 41 72 9 411

川崎市宅地造成等規制法施行細則の改正案について 0 0 0 370

新川崎・創造のもり第３期事業用地土地利用方針案 3 3 0 338

市民館使用規則・図書館規則等の一部改正について 0 0 0 279

川崎市開発審査会提案基準の改正について 1 1 0 248

仲卸業者及び関連事業者の選定に関する要綱の策定案 0 0 0 227



４　意見数等の実績

意見件数 事案数 募集期間内のアクセス数 事案数

0 3 200～299 3

1～9 3 300～399 2

10～49 1 400～499 2

50～99 4 500～599 2

総計 11 600～699 1

700～799 0

800～899 0

反映した意見数 事案数 900～999 0

0 9 1000～ 1

1～9 2 総計 11

総計 11















































































○川崎市パブリックコメント手続条例 
平成18年12月14日 

条例第72号 

 
(目的) 

第1条 この条例は、市民生活に重要な政策等を定めるに当たり、パブリックコメント手

続を実施することにより、市民の市政への参加を推進するとともに、行政運営の透明性

の向上を図り、もって市民自治の確立及びより開かれた市政の実現に資することを目的

とする。 

 
(定義) 

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める

ところによる。 
(1) 市民 本市の区域内に住所を有する者、本市の区域内で働き、若しくは学ぶ者又は

本市の区域内において事業活動その他の活動を行う者若しくは団体 
(2) パブリックコメント手続 市民その他関係者から、政策等の案(定めようとする内容

を示すものをいう。以下同じ。)についての意見(情報を含む。以下同じ。)を募るため

の手続 
(3) 策定機関 市長その他の執行機関、消防局(消防署を含む。)、水道局、交通局若し

くは病院局又はこれらに置かれる機関(以下「市の機関」という。)であって、政策等

を定めるもの 
(4) 政策等 策定機関が定める次に掲げるもの(議会の議決を要するものについては、そ

の案を含む。)をいう。 
ア 行政計画(市の総合的な計画、市の部門別の基本計画その他の基本的な事項を定め

る計画、方針等をいう。以下同じ。) 
イ 条例等(市の条例並びに市長その他の執行機関の規則及び規程並びに企業管理規

程(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第10条に規定する管理規程をいう。)(処分

(行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をいう。以下同じ。)の要件を定める

告示を含む。以下「規則等」という。)をいう。以下同じ。) 
ウ 審査基準(法律及び法律に基づく命令(告示を含む。)並びに神奈川県の条例及び同

県の知事その他の執行機関の規則(以下これらを「法令」という。)並びに条例等に基

づき、行政庁の許可、認可、承認その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分(以
下この号において「許認可等」という。)を求める行為であって、当該行為に対して

行政庁が諾否の応答をすべきこととされているものについて、求められた許認可等

をするかどうかをその法令又は条例等の定めに従って判断するために必要とされる

基準をいう。以下同じ。) 

資料 ４－４ 



エ 処分基準(行政庁が、法令又は条例等に基づき、特定の者を名あて人として、直接

に、これに義務を課し、又はその権利を制限する処分(以下この号において「不利益

処分」という。)をするかどうか又はどのような不利益処分とするかについて、その

法令又は条例等の定めに従って判断するために必要とされる基準をいう。以下同

じ。) 
オ 行政指導指針(同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に

対し、行政指導(市の機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的

を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他

の行為であって処分に該当しないものをいう。以下同じ。)をしようとするときにこ

れらの行政指導に共通してその内容となるべき事項をいう。以下同じ。) 
 

(政策等を定める場合の一般原則) 
第3条 策定機関は、政策等を定めるに当たっては、市民の福祉の増進を目的として、当

該政策等がこれに関係する法規の趣旨に適合し、及び相互に関係する政策等との整合が

図られるものとなるようにしなければならない。 
2 策定機関は、政策等を定めた後においても、当該政策等の実施状況、社会経済環境の

変化等を勘案し、必要に応じ、当該政策等の内容について検討を加え、その適正を確保

するよう努めなければならない。 
 

(適用除外) 
第4条 次に掲げる政策等を定める場合は、この条例の規定(前条の規定を除く。)は、適用

しない。ただし、策定機関が第1条の目的に照らしパブリックコメント手続を実施する必

要があると認めるときは、この限りでない。 
(1) 市の条例の施行期日について定める市長の規則 
(2) 恩赦について定める条例等 
(3) 法令又は市の条例の規定に基づき施設、区間、地域その他これらに類するものを指

定する規則等(市民その他関係者に重大な影響を与えるものを除く。) 
(4) 市の職員の給与、勤務時間その他の勤務条件について定める政策等 
(5) 市の機関の設置、所掌事務の範囲その他の組織について定める条例等 
(6) 市の職員の礼式、服制、研修、教育訓練、表彰及び報償並びに市の職員間における

競争試験について定める条例等 
(7) 納付すべき金銭について定める条例等並びに審査基準、処分基準及び行政指導指針

(以下「審査基準等」という。) 
(8) 市の会計、予算、決算及び契約について定める条例等(入札の参加者の資格、入札保

証金その他の契約の相手方又は相手方になろうとする者に係る事項について定めるも

のを除く。) 



(9) 市の財産の管理について定める条例等及び審査基準等(市が財産を交換し、出資の目

的とし、支払手段として使用し、譲渡し、貸し付け、若しくは信託し、又は私権を設

定することについて定める条例等及び審査基準等であって、これらの行為の相手方又

は相手方になろうとする者に係る事項について定めるものを除く。) 
(10) 監査委員又は外部監査人による監査の実施について定める条例等(地方自治法(昭
和22年法律第67号)第252条の39第1項又は第252条の43第1項の規定に基づく規定を

除く。) 
(11) 法令又は市の他の条例の規定によりパブリックコメント手続に準じた手続を実施

して定めることとされている政策等 
(12) 地方自治法第74条第1項の請求を受けて議会に付議する市の条例 
(13) 地方自治法第180条第1項の規定により議会から専決処分の指定を受けた事項に係

る市の条例 
(14) 審査基準等であって、法令若しくは条例等の規定により若しくは慣行として、又

は策定機関の判断により公にされるもの以外のもの 
 
(パブリックコメント手続) 

第5条 策定機関は、政策等を定めようとする場合は、当該政策等の案及びこれに関連す

る資料をあらかじめ公表し、意見の提出先、意見の提出のための期間(以下「意見提出期

間」という。)その他意見を求める上で必要な事項を定め、パブリックコメント手続を実

施しなければならない。 
2 前項の規定により公表する政策等の案は具体的かつ明確な内容のもの及び当該政策等

の題名を明示するものであり、同項の規定により公表する資料は当該政策等を定める理

由を明示するものでなければならない。 
3 意見提出期間は、第1項の規定による公表の日から起算して30日以上でなければならな

い。 
4 次の各号のいずれかに該当するときは、第1項の規定は、適用しない。ただし、策定機

関が第1条の目的に照らしパブリックコメント手続を実施する必要があると認めるとき

は、この限りでない。 
(1) 公益上、緊急に政策等を定める必要があるため、パブリックコメント手続を実施す

ることが困難であるとき。 
(2) 予算の定めるところにより金銭の給付決定を行うために必要となる当該金銭の額

の算定の基礎となるべき金額及び率並びに算定方法その他の事項を定める規則等又は

審査基準等を定めようとするとき。 
(3) 法令又は国若しくは神奈川県の機関の審査基準等と実質的に同一の条例等又は審

査基準等を定めなければならないとき。 
(4) 他の策定機関がパブリックコメント手続を実施して定めた政策等と実質的に同一



の政策等を定めようとするとき。 
(5) 政策等(審査基準等を除く。以下この号において同じ。)が相互に密接な関係を有す

る場合で、一方の政策等を定めるに当たりパブリックコメント手続を実施した後に当

該政策等を踏まえた他方の政策等を定めようとするとき。 
(6) 法令又は市の条例の適用又は準用について必要な技術的読替えを定める条例等を

定めようとするとき。 
(7) 政策等を定める根拠となる法令又は行政計画若しくは条例等の規定の削除に伴い

当然必要とされる当該政策等の廃止をしようとするとき。 
(8) 法令又は他の行政計画若しくは条例等の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規

定の整理その他のパブリックコメント手続を実施することを要しない軽微な変更を内

容とする政策等を定めようとするとき。 

 
(パブリックコメント手続の特例) 

第6条 策定機関は、パブリックコメント手続を実施しようとする場合において、30日以

上の意見提出期間を定めることができないやむを得ない理由があるときは、前条第3項の

規定にかかわらず、30日を下回る意見提出期間を定めることができる。この場合におい

ては、当該パブリックコメント手続に係る政策等の案の公表の際その理由を明らかにし

なければならない。 
2 策定機関は、その設置した審議会、審査会等(以下「審議会等」という。)の議を経て政

策等を定めようとする場合において、当該審議会等がパブリックコメント手続に準じた

手続を実施したときは、前条第1項の規定にかかわらず、自らパブリックコメント手続を

実施することを要しない。 
 

(パブリックコメント手続の周知等) 
第7条 策定機関は、パブリックコメント手続を実施する場合は、市民その他関係者に対

し、その実施の予告を行うこと等により周知を図るよう努めるとともに、関連する情報

の提供に努めなければならない。 

 
(提出意見の考慮) 

第8条 策定機関は、パブリックコメント手続を実施して政策等を定める場合は、意見提

出期間内に当該策定機関に対し提出された当該政策等の案についての意見(以下「提出意

見」という。)を十分考慮しなければならない。 
 

(結果の公表等) 
第9条 策定機関は、パブリックコメント手続を実施して政策等を定めた場合は、当該政

策等の公布(公布をしない政策等にあっては公にする行為、議会の議決を要する政策等に



あっては議案の提出。以下同じ。)と同時期に、次に掲げる事項を公表しなければならな

い。 
(1) 政策等の題名 
(2) 政策等の案の公表の日 
(3) 提出意見(提出意見がなかった場合にあっては、その旨) 
(4) 提出意見を考慮した結果(パブリックコメント手続を実施した政策等の案と定めた

政策等との差異を含む。)及びその理由 
2 策定機関は、前項の規定にかかわらず、必要に応じ、同項第3号の提出意見に代えて、

当該提出意見を整理し、又は要約したものを公表することができる。この場合において

は、当該公表の後遅滞なく、当該提出意見を当該策定機関の事務所等における備付けそ

の他の適当な方法により公にしなければならない。 
3 策定機関は、前2項の規定により提出意見を公表し、又は公にすることにより第三者の

利益を害するおそれがあるとき、その他正当な理由があるときは、当該提出意見の全部

又は一部を公表せず、又は公にしないことができる。 
4 策定機関は、パブリックコメント手続を実施したにもかかわらず政策等を定めないこ

ととした場合は、その旨(別の政策等の案について改めてパブリックコメント手続を実施

しようとする場合にあっては、その旨を含む。)並びに第1項第1号及び第2号に掲げる事

項を速やかに公表しなければならない。 
5 策定機関は、第5条第4項各号のいずれかに該当することによりパブリックコメント手

続を実施しないで政策等を定めた場合は、当該政策等の公布と同時期に、次に掲げる事

項を公表しなければならない。ただし、第1号に掲げる事項のうち政策等の趣旨について

は、同項第1号から第3号までのいずれかに該当することによりパブリックコメント手続

を実施しなかった場合において、当該政策等自体から明らかでないときに限る。 
(1) 政策等の題名及び趣旨 
(2) パブリックコメント手続を実施しなかった旨及びその理由 

 
(準用) 

第10条 第8条の規定は第6条第2項に該当することにより策定機関が自らパブリックコメ

ント手続を実施しないで政策等を定める場合について、前条第1項から第3項までの規定

は第6条第2項に該当することにより策定機関が自らパブリックコメント手続を実施し

ないで政策等を定めた場合について、前条第4項の規定は第6条第2項に該当することに

より策定機関が自らパブリックコメント手続を実施しないで政策等を定めないこととし

た場合について準用する。この場合において、第8条中「当該策定機関」とあるのは「審

議会等」と、前条第1項第2号中「政策等の案の公表の日」とあるのは「審議会等が政策

等の案について公表に準じた手続を実施した日」と、同項第4号中「パブリックコメント

手続を実施した」とあるのは「審議会等がパブリックコメント手続に準じた手続を実施



した」と読み替えるものとする。 

 
(公表の方法) 

第11条 第5条第1項並びに第9条第1項(前条において準用する場合を含む。)、第4項(前条

において準用する場合を含む。)及び第5項の規定による公表は、インターネットの利用

により行うとともに、必要に応じ、策定機関の事務所等における資料の備付けその他の

適当な方法により行うものとする。 

 
附 則 抄 

(施行期日) 
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、公

布の日から施行する。 
(経過措置) 

2 策定機関は、政策等を定めようとするときは、この条例の施行前においても、この条

例の規定の例によることができる。この場合において、この条例の規定の例により実施

した手続は、この条例の適用については、当該策定機関がこの条例の規定により実施し

たものとみなす。 
3 前項の規定の適用がある場合を除き、策定機関がこの条例の施行の日から起算して60
日以内に公布をする政策等については、この条例の規定は、適用しない。 

 


